
議 2-1 

議案第２号 

   専決処分の承認を求めることについて 

 令和７年度鴨川市一般会計補正予算（第７号）について、緊急を要すると認め、別紙の

とおり専決処分したので、議会の承認を求める。 

  令和８年 1月 27 日提出 

                           鴨川市長 佐々木 久之   

 



議 2-2 

専決第１号 

   専決処分書 

 議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がな

いことが明らかであると認めるので、地方自治法（昭和 22年法律第 67 号）第 179 条第１

項の規定により、令和７年度鴨川市一般会計補正予算（第７号）を別紙のとおり専決処分

する。 

  令和８年１月 21 日 

                           鴨川市長 佐々木 久之   



 

令和７年度鴨川市一般会計補正予算（第７号） 

 

 令和７年度鴨川市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 28,915 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 19,843,160 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和８年１月 21日 

                                                 鴨川市長 佐々木 久之  
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　１　歳　入 （単位   千円）

16 県支出金 1,168,038 28,915 1,196,953

3 委託金 121,568 28,915 150,483

19,814,245 28,915 19,843,160 歳　　　　入　　　　合　　　　計

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計款 項

第１表　歳入歳出予算補正
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（単位   千円）

2 総務費 3,819,139 28,915 3,848,054

4 選挙費 40,191 28,915 69,106

19,814,245 28,915 19,843,160

　２　歳　出

補　　正　　額 計款 項 補 正 前 の 額

 歳　　　　出　　　　合　　　　計
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（歳　　入） （単位   千円）

16 県支出金 1,168,038 28,915 1,196,953

19,814,245 28,915 19,843,160歳　　入　　合　　計

款

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

計補正前の額 補　正　額

１　総　　括
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（歳　　出） （単位   千円）

2 総務費 3,819,139 28,915 3,848,054 28,915

19,814,245 28,915 19,843,160 28,915 0

地方債 その他
一般財源

歳　　出　　合　　計

款 計補正前の額 補　正　額

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　　定　　財　　源

国県支出金
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2  歳　入
(款)16　県支出金 (項) 3　委託金 （単位   千円）

 1 総務費委託 110,444 28,915 139,359  4 選挙費委託金 28,915  衆議院議員選挙委託金 28,915

金

121,568 28,915 150,483計

説　　                  明補　正　額 計
節

金　　額区　　分
目 補正前の額
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3  歳　出

(款) 2　総務費 (項) 4　選挙費 （単位   千円）

 3 衆議院議員 0 28,915 28,915 28,915  1 報酬 2,322 ●衆議院議員選挙費 28,915

選挙費  3 職員手当等 13,529  1 報酬 2,322

 7 報償費 49 　・投票所の投票管理者報酬 363

 8 旅費 68 　・期日前投票所の投票管理者

10 需用費 2,461 　　報酬 245

11 役務費 3,246 　・開票管理者報酬 13

12 委託料 7,109 　・投票所の投票立会人報酬 645

13 使用料及び賃 131 　・期日前投票所の投票立会人

借料 　　報酬 416

　・開票立会人報酬 202

　・会計年度任用職員報酬 438

 3 職員手当等 13,529

　・時間外勤務手当 13,179

　・休日勤務手当 350

 7 報償費 49

　・謝礼金 44

　・点字判読謝礼金 5

 8 旅費 68

　・費用弁償 68

10 需用費 2,461

　・消耗品費 460

　・燃料費 154

　・食糧費 228

　・印刷製本費 354

　・修繕料 1,265

11 役務費 3,246

　・郵便料 2,434

　・折込料 186

　・計数機等点検手数料 626

12 委託料 7,109

 2　総務費  4　選挙費

区　　分 金   額
国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補　正　額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説　　   明特　  定　  財　  源
一般財源
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（単位   千円）

　・投票所架設通路設置撤去委

　　託料 704

　・ポスター掲示場設置撤去委

　　託料 4,462

　・期日前投票システム選挙支

　　援業務委託料 550

　・当日投票システム選挙支援

　　業務委託料 521

　・開票集計システム運用支援

　　業務委託料 462

　・投票所仮設照明設置撤去委

　　託料 90

　・看板設置撤去委託料 46

　・スロープ作成委託料 76

　・投票所駐車場復旧業務委託

　　料 198

13 使用料及び賃借料 131

　・電話借上料 76

　・自動車借上料 55

40,191 28,915 69,106 28,915

金   額

補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源
特　  定　  財　  源

計

地方債 その他

補正前の額 補　正　額 計目 説　　   明

節

区　　分
国県支出金
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　１　特別職

期末手当
（千円）

年間支給率

（人） （千円） （千円） （月分） （千円） （千円） （千円） （千円）

10,630

4.55

33,882

4.60

その他の
特別職

10,630

4.55

33,882

4.60

その他の
特別職

0

0.00

0

0.00

その他の
特別職

計 104 1,884 0 0 0 1,884 0 1,884

補
正
後

補
正
前

比
較

104 1,884 1,884

1,359 65,138 65,138

73,656 107,538

1,884

議員 0 0 0 0 0

長等 0 0 0 0 0 0

計 1,380 138,794 22,484 44,512 220 206,010 26,607 232,617

65,138

議員 18 73,656 107,538 19,990 127,528

長等 3 22,484 220 33,334 6,617 39,951

計 1,484 140,678 22,484 44,512 220 207,894 26,607 234,501

19,990 127,528

1,463 67,022 67,022 67,022

給与費明細書

給与費

区分 職員数 報酬 給料
その他の

手当
計 共済費 合計 備考

長等 3 22,484 220 33,334 6,617 39,951

議員 18
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　２　一般職

　（1） 総括

特殊勤務 休日勤務 宿日直 夜間勤務
手当 手当 手当 手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補
正
後

24,492 4,312 5,062 818 390,262 321,791 0 0 917,827

補
正
前

24,492 4,312 4,712 818 390,262 321,791 0 0 904,298

比
較

0 0 350 0 0 0 0 0 13,529

比較
0

438 0 13,529 13,967 0 13,967

1,490,003 904,298 2,778,765 576,238 3,355,003

区分
職員数 共済費 合計 備考

補正後
360

384,902 1,490,003 917,827 2,792,732 576,238 3,368,970

補正前

34,127 95,013 12,100 16,671

0 13,179 0 0

（千円） （千円） （千円）

34,127 108,192 12,100 16,671

※（）内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その１週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職
員の１週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

時間外勤務 管理職
手当 手当

職
員
手
当
の
内
訳

区
分

扶養手当 通勤手当
管理職員
特別勤務

手当
期末手当 勤勉手当 住居手当 合計

（千円）

(395)

(389)

(6)

360
384,464

（千円）

給与費

報酬 給料 職員手当 計

（千円） （千円）（人） （千円） （千円） （千円）
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ア　会計年度任用職員以外の職員

特殊勤務 休日勤務 宿日直 夜間勤務
手当 手当 手当 手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補
正
後

24,492 4,312 5,062 818 328,002 269,461 0 0 803,237

補
正
前

24,492 4,312 4,712 818 328,002 269,461 0 0 789,708

比
較

0 0 350 0 0 0 0 0 13,529

比較
0

0 0 13,529 13,529 0 13,529

1,490,003 789,708 2,279,711 472,883 2,752,594

区分
職員数 共済費 合計 備考

補正後
360

0 1,490,003 803,237 2,293,240 472,883 2,766,123

補正前

34,127 95,013 12,100 16,671

0 13,179 0 0

（千円） （千円） （千円）

34,127 108,192 12,100 16,671

※（）内は、再任用短時間勤務職員の外書き

時間外勤務 管理職
手当 手当

職
員
手
当
の
内
訳

区
分

扶養手当 通勤手当
管理職員
特別勤務

手当
期末手当 勤勉手当 住居手当 合計

（千円）

(12)

(12)

(0)

360
0

（千円）

給与費

報酬 給料 職員手当 計

（千円） （千円）（人） （千円） （千円） （千円）
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イ　会計年度任用職員

特殊勤務 休日勤務 宿日直 夜間勤務
手当 手当 手当 手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

補
正
後

0 0 0 0 62,260 52,330 0 0 114,590

補
正
前

0 0 0 0 62,260 52,330 0 0 114,590

比
較

0 0 0 0 0 0 0 0 0

比較
0

438 0 0 438 0 438

0 114,590 499,054 103,355 602,409

区分
職員数 共済費 合計 備考

補正後
0

384,902 0 114,590 499,492 103,355 602,847

補正前

0 0 0 0

0 0 0 0

（千円） （千円） （千円）

0 0 0 0

※（）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その１週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時
間に比し短い職員の外書き

時間外勤務 管理職
手当 手当

職
員
手
当
の
内
訳

区
分

扶養手当 通勤手当
管理職員
特別勤務

手当
期末手当 勤勉手当 住居手当 合計

（千円）

(383)

(377)

(6)

0
384,464

（千円）

給与費

報酬 給料 職員手当 計

（千円） （千円）（人） （千円） （千円） （千円）
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　（２） 給料及び職員手当の増減額の明細

区分 増減額（千円） 説明 備考

制度改正に伴う

報酬 438 増減分

その他の増減分 438 衆議院議員選挙費に係る増　438

給与改定に伴う

給料 0 増減分

昇給に伴う
増加分

その他の増減分 0

制度改正に伴う

職員手当 13,529 増減分

その他の増減分 13,529
衆議院議員選挙費に係る増
　時間外勤務手当　13,179
　休日勤務手当　350

増減事由別内訳（千円）

0

0

0

0
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（３）給料及び職員手当の状況

　　ア　職員１人当たり給与

医療職給料表

(三)適用職員

令和 平均給料月額(円) 307,754

平均給与月額(円) 363,727

現在 平均年齢月数(歳)             39. 2

令和 平均給料月額(円) 307,754

平均給与月額(円) 356,484

現在 平均年齢月数(歳)             39. 0

　　イ　初任給

一般行政職

(円) 短大卒 （円) （円) 短大卒 （円) 旧中５卒　　　　　　　 (円)

194,500 183,500  ～
207,400

220,000

短大卒 短大卒

200,300

232,000

区分

区分

鴨川市

高校卒

大学卒

国

高校卒

大学卒 275,700 239,800 269,100

旧中５卒　　　　　　 　

198,200 250,100 220,700 221,700

(円)

221,300 212,100 214,800

240,500 227,400 257,100

技能労務職 適用職員 (一)適用職員 (二)適用職員 (三)適用職員

行政職給料表適用 教育職給料表 医療職給料表 医療職給料表 医療職給料表

314,501

            45. 0             56. 9             43. 4             49. 2

７年11月１日 385,043 362,479 361,473

337,356 316,375 318,800 299,666

312,072

            45. 2             57. 1             43. 6             49. 3

８年１月１日 386,113 365,955 366,267

337,968 316,375 325,286 299,666

一般行政職 技能労務職 適用職員 (一)適用職員 (二)適用職員

行政職給料表適用 教育職給料表 医療職給料表 医療職給料表
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 ウ　級別職員数

職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

令和

現在

(3) (100.0)

(4) (100.0) (1) (100.0)

(3) (100.0) (4) (100.0) (1) (100.0)

令和

現在

(3) (100.0)

(4) (100.0) (1) (100.0)

(3) (100.0) (4) (100.0) (1) (100.0)
※（）内は再任用短時間勤務職員の外書き

3 100.0 11 100.0

１級
22 9.3

計
236 100.0 29 100.0 69 100.0

２級
19 8.1 63 91.3

３級
36 15.2 29 100.0 6 8.7

9.1

2 18.2

1 33.3 7 63.6

59 25.0 2 66.7 1
８年１月１日

４級 46 19.5 1 9.1

５級

区分

８級 5 2.1

７級 19 8.1

9.1

行政職給料表適用職員 教育職給料表 医療職給料表 医療職給料表 医療職給料表
一般行政職 技能労務職 適用職員 （一）適用職員 （二）適用職員 （三）適用職員

６級 30 12.7

100.0 3 100.0 11 100.0

2 66.7 1 9.1

1

８級 5 2.1

７級 19 8.1

６級 30 12.7

７年11月１日
４級 46 19.5

５級 59 25.0

2 18.2

２級
19 8.1 63 91.3

３級
36 15.2 29 100.0 6 8.7

計

1 33.3 7 63.6

１級
22 9.3

236 100.0 29 100.0 69
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（級別の基準となる職務）

３級 主任主事、主任技師 技師

２級 主事、技師 技師
副園長、主任保育士、保育士

４級 副主査 主任技師、主査

５級 係長、主査 係長、主査

６級 課長補佐、次長

８級
部長、参事、事務局長、
教育次長

７級
課長、会計管理者、所長

事務局長、支所長、主幹

保健師、看護師

主任保育教諭、保育教諭 准看護師

１級 主事、技師 保育士、保育教諭 技師 准看護師

主任看護師、主査

園長 主任保健師、主任看護師

係長、主査 保健師、看護師

保健師長、看護師長

係長、主査

看護師長、主任保健師

適用職員 適用職員 適用職員 適用職員 適用職員
行政職給料表 教育職給料表 医療職給料表(一) 医療職給料表(二) 医療職給料表(三)

区分
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 エ　昇給

教育職給料表 医療職給料表 医療職給料表 医療職給料表

一般行政職 技能労務職 適用職員 (一)適用職員 (二)適用職員 (三)適用職員

（Ａ）（人） 354 242 29 69 3 11

（Ｂ）（人） 258 176 11 59 1 11

1号給（人） 3 3

2号給（人） 5 5

3号給（人） 7 7

4号給（人） 243 161 11 59 1 11

5号給（人）

6号給（人）

7号給（人）

8号給（人）

（％） 72.9 72.7 37.9 85.5 33.3 100.0

行政職給料表適用

区分 合計

　職員数

　昇給に係る職員数

　号給数別内訳

　比率（Ｂ）／（Ａ）

　備考　　令和７年４月１日現在
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 オ　期末手当・勤勉手当

※（）内は再任用職員の支給率

 カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

35年勤続の者 最高限度 そ の 他 の

国の制度
24.586875 33.27075 47.709 47.709

（支給率等） （2％～45％加算）

定年前早期退職
特例措置

区分 備考

支給率等 24.586875 33.27075 47.709 47.709

（2％～20％加算）

定年前早期退職
特例措置

（月分） （月分） （月分） （月分） 加算措置等
20年勤続の者 25年勤続の者

区分 支給率計（月分） 備考

補正後
２．３０

（１．２０）
２．３０

（１．２０）
４．６０

（２．４０）
有

補正前
２．３０

（１．２０）
２．３０

（１．２０）
４．６０

（２．４０）

支給期別支給率 職務上の段階、職務の

6月（月分） 12月（月分） 級等による加算措置

有

国の制度
２．３０

（１．２０）
２．３５

（１．２５）
４．６５

（２．４５）
有

議
2
-
2
0



 キ　特殊勤務手当

全職種

（％）

（％）

清掃作業等手当

 ク　その他の手当

区分 差異の内容

扶養手当

住居手当

　０．２３

　８．１５

通勤手当 異 ・ 乗用車等を使用する場合      単価及び支給限度額が国と異なる

（令和８年１月１日現在）

代表的な特殊勤務手当の名称

国の制度との異同

同

同

区分

給料総額に対する比率

（令和８年１月１日現在）

支給対象職員の比率

議
2
-
2
1


